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（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
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（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



1

初夏の候、会員の皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は当金庫業務に格別のご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
ここに謹んで第101期決算と業況の概要について、ご報告申し上げます。

昨年度の日本経済は、個人消費は回復傾向ながらも景気全体を押し上げるほ
どの勢いに欠け、輸出は下げ止まったものの力強い回復に転じるには至らず、
設備投資も一進一退で水準を維持するにとどまるなど全体的に停滞感は強
く、当地域の中小事業者も、人手不足や原材料等のコスト上昇などの影響に
より、引き続き厳しい状況に置かれています。

一方で、賃金・物価上昇の持続性が高まったことを受け、日本銀行は令和6年３月
にマイナス金利政策を解除、令和6年７月に続き令和7年１月にも政策金利を
引き上げ、国債１０年物利回りは1%を超えて上昇傾向を見せるなど、金融面
では金利のある普通の世界に戻りつつあります。

このような経済環境のもと、令和６年度の業績につきましては、相続やゼロ金
利解除に伴う貯蓄から投資への資金流出などにより、預金期末残高は前期比
7億円減少し1,104億円、貸出金期末残高は、資金需要が低迷するなか不良
債権処理を進めた結果、前期比24億円減少し666億円となりました。
収益面では、本部ビル新築移転に伴う費用増や不良債権処理の影響などによ
り、本業の収益力を示すコア業務純益が前年比１４２百万円減の２７１百万円、
経常利益は前年比１８百万円減の１８３百万円となりました。

また、経営の健全性を示す自己資本比率は9.87%（前期比＋1.21%）と、国内
基準の4.0%を大きく上回る水準を維持しています。
令和７年度は、新中期経営計画の２年目であり、引続き『うわしん「未来を拓く
変革への挑戦」２０２４』をテーマとして、信用金庫の真価の発揮と地域の持続
的発展を目指して取り組んでまいります。

また、令和６年度に着手した宇和島市内の渉外態勢の見直しについても、効果
の検証および課題点の見直しを継続的に実施し、経営力強化に向けた効率的
な営業態勢の構築を図ってまいります。
引き続き、地域の皆様により信頼される信用金庫となれるよう役職員一同
努力して参りますので、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。

　令和7年６月

ごあいさつ

理事長　濱　田　竜　也

（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



2

宇和島信用金庫の概要

営業地域：愛媛県全域

会員数：6,005名

役職員数：106名

店外：8カ所（ATM8）

店舗：10ヶ店（市内8店舗・市外2店舗）

本店：愛媛県宇和島市本町追手2丁目8番21号

創立：大正11年5月

第101期通常総代会

（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
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貸借対照表

(単位：百万円)

現 金
預 け 金
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
その他の証券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

そ の 他 資 産
未決済為替貸
信金中金出資金
前 払 費 用
未 収 収 益
その他の資産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソフトウェア
その他の無形固定資産

前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
(うち個別貸倒引当金)
資 産 の 部 合 計

973
28,407

－
21,332
1,301
2,288
9,823
879

7,039
66,620

59
4,807
58,104
3,650
832
7

617
65
104
36

1,910
868
920
37
－
84
87
7
80
－
95
52

△ 1,058
（△ 572）
119,253

預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
その他の預金

借 用 金
借 入 金
当 座 借 越

そ の 他 負 債
未決済為替借
未 払 費 用
給付補填備金
未払法人税等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
払戻未済持分
職 員 預 り 金
リ ー ス 債 務
その他の負債

賞 与 引 当 金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
偶発損失引当金
繰 延 税 金 負 債
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計
純資産の部

出 資 金
普 通 出 資 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
特別積立金
（うち目的積立金）
当期未処分剰余金

処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

110,412
1,381
37,725
196
390

64,924
5,362
432

4,072
1,772
2,300
271
20
47
12
0
45
3
2
50
42
45
40
43
72
13
－
88
52

115,067

695
695

5,132
555

4,576
3,889
（20）
687
△ 6

5,821
△ 1,752

117
△ 1,635
4,186

119,253
令和7年3月31日現在

資 産 の 部 金　額 金　額

金　額

負 債 の 部

（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円

固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
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（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円

固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理
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　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理
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　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理
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　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理
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■ 残高及び時価
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（1） 預け金（＊１）

（2） 有価証券

         満期保有目的の債券

         その他有価証券（＊2）

（3） 貸出金（＊１）

         貸倒引当金（＊3）

（1） 預金積金（＊１）

（2） 借用金（＊１）

金 融 資 産 計

金 融 負 債 計

△ ５７４

△ ２５

△ ２５

－

△ ６１８

△１，２１７

△ ２５１

△ １２３

△ ３７５

２８，４０６

２１，１３５

７１５

２０，４１９

66,620

△ １,０５８

６５，５６１

１１5,103

１１０,４１２

４，０７２

１１４，４８５

２７，８３２

２１，１０９

６９０

２０，４１９

６４，９４３

１１３，８８５

１１０，１６０

３，９４９

１１４，１１０

（単位：百万円）

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円
固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（＊１） 預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載しております。
（＊２） その他有価証券には、企業会計基準適用指針第３１号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月１７日）
　　　第２４－３項及び第２４－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
（＊3） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。



（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円

固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（注１）  金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
　  金融資産
①　預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引いた現在価
値を時価に代わる金額として記載しております。
②　有価証券

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ
ております。投資信託は、取引所の価格又は公表されている基準価格によっております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については(２５)から(２７)に記
載しております。
③　貸出金
貸出金は、以下の㋑～㋩の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個
別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として
記載しております。
㋑　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見
積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒
引当金控除前の額。以下、「貸出金計上額」という。）
㋺　㋑以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
㋩　㋑以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の
合計額を市場金利に準じて割り引いた価額

　  金融負債
①　預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし
ております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー
を割り引いて現在価値を算定し、その算定結果を時価に代わる金額として記載しており
ます。その割引率は、市場金利に準じております。
②　借用金

借用金については、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュフローを割り引いて現
在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる代金として記載しております。その割引率
は、市場金利に準じております。

（注２）  市場価格のない非上場株式等は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（２5）　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、
「国債」「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。

区　　　　　　　分 貸借対照表計上額
非上場株式（＊１）
その他の証券（＊2）
合　計

23
174
197 （単位：百万円）

・ 該 当 な し
■ 売買目的有価証券

9

■ 満期保有目的の債券
貸借対照表計上額 時　　価種　　類 差　　額

－
－
－
8
－
8

598
－
－

107
－

706
715

国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計
国　　債
地 方 債
短期社債
社　　債
そ の 他
小　　計

－
－
－
9
－
9

575
－
－

106
－

681
690

　－
－
－
0
－
0

△ 23
－
－

△ 1
－

△ 25
△ 25

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

合　　　　計
（単位：百万円）

（＊１） 非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）
第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２） 「その他の証券」に含まれる投資事業有限責任組合出資金及び匿名組合出資金については企業会計基準適用指針第３１号
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月17日）第２４‒１６項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。



（注）
（１）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（２）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、市場価格のないものについては移動平均法に
よる原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純
資産直入法により処理しております。

（３）　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以
後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

　　　　　　  建　物　　　６年　～　50年
　　　　　　  動　産　　　２年　～　３５年
（４）　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

（５）　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ
いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外の
ものは零としております。

（６）　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　　　上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実
績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損
失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　　これらの債権は正常先債権もしくは、要注意先債権として分類されますが、この要注意
先債権のうち大口与信先に該当する債務者の債権を(別途引当対象)大口与信先債権と
し、当該債権についての過去１０年間の平均貸倒実績率に基づき、別途で一般貸倒引当金
を追加計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定
を実施し、当該部署から独立した審査部及び監査部が査定結果を監査しており、その査定
結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保
の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しており、その金額は３，５７８百万円であります。

（７）　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（８）　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間
定額基準によっております。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。

　　　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（５年）による定額法により費用処理

　　　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　　　　（１０年）による定額法により按分した額を（それぞれ発生の
　　　　　　　　　　　　　翌期から）費用処理

（９）　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生
年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算するこ
とができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は、次のとおりであります。
①　制度全体の積立状況に関する事項（令和６年３月３１日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　１，８３２，３００百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と　　　　
　最低責任準備金の額との合計額　　　　　　１，８５３，６８４百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２１，３８４百万円

②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和６年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．０６４７％

③　補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百
万円及び別途積立金１１３，２３９百万円であります。本制度における過去勤務債務の償
却方法は期間１９年０ヶ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当期財務諸表上、特別
掛金１２百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額

に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しま
せん。

（10）　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退
職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

（11）　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上す
る必要がありますが、当事業年度末において金額が僅少であるため、計上しておりません。

（12）　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づき信用保証協会への負担金
の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

（13）　収益の計上方法
　　　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手

数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に
充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

（14）　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。
（15）　会計上の見積りに関する注記
　　　計算書類の作成にあたっては、貸借対照表上の資産、負債の計上額、および損益計算書

上の収益、費用の計上額に影響を与える見積り、判断ならびに仮定を使用する必要があり
ます。過去の実績や状況を踏まえ合理的と考えられるさまざまな要因に基づき、継続的に
見積り、判断および仮定を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ
るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　　　以下に当金庫の計算書類に重要な影響を与えるリスクに着目して記載しております。
①　貸倒引当金　　 １，０５８百万円
貸倒引当金の算出方法は、注記(７)に記載しております。主要な仮定は、「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し等」であります。「債務者区分の判定におけ
る貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して
おります。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

②　繰延税金資産　 １９４百万円
繰延税金負債　　９９百万円
繰延税金資産　　９５百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によっ
て見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響
を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場
合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
③　固定資産の減損損失　－百万円

固定資産の減損の判断は、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上
の区分（支店別）を単位としてグルーピングを行い、当該資産グループ単位で減損の兆
候を把握しております。減損損失を認識するかどうかの判定および使用価値の算定に際
して用いられる将来キャッシュ・フローは、経済環境などの外部要因に関する情報や当
金庫が用いている内部の情報に基づき、合理的な仮定を置いて計算しております。
前提とした条件や仮定が将来の不確実な経済環境の変動によって影響を受ける可能
性があり、翌事業年度以降において見積りと異なった場合、減損の兆候、判定に重要な
影響を与える可能性があります。

（16）　理事及び監事に対する金銭債権総額　　　　　１９６百万円
（17）　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 １，１１９百万円
（18）　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の

とおりであります。
　　　なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債

務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　８６５百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　  ８８１百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 ３７百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  ４９１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２７６百万円
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開

始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権であります。

　　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。

　　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債
権に該当しないものであります。

　　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（19）　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、
売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は５９百万円であります。

（20）　担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産　　　　  預け金　  ６，２９８百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　  借用金　  ４，０７２百万円
　　　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金１，５００百万円、日本銀行代理店保証金

として有価証券７５百万円を差し入れております。

（21）　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１１年３月３１日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成１

０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６号に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、（奥行価格補正、時点
修正、近隣売買事例による補正等）合理的な調整を行って算出

　　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　４１２百万円

（22）　出資１口当たりの純資産額　６０７円７３銭
（23）　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。
②　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及
び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
㋑　信用リスクの管理
当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ご
との与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会で、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。
㋺　市場リスクの管理
（ⅰ） 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明
記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理
事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
四半期毎に総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、金利感応度分析等によりモニタリングを行い、ALM委員会に報告してお
ります。

（ⅱ） 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

（ⅲ） 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク管理要項に基
づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行っております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報
告されております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」のうち債券・投資信託・株式、「貸出金」及
び「預金積金」の市場リスク量VaR により月次で計測し、取得したリスク量が
リスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のVaRはヒストリカル・シュミレーション法（保有期間6ヶ月、信頼
区間99％、観測期間5年）により算出し ており、令和7年3月31日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で931百
万円です。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

㋩　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管
理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、簡便な計算に

より算出した時価に代わる金額を開示しております。
（24）　金融商品の時価等に関する事項
　　　令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
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（27）　保有目的を変更した有価証券
　　　保有目的を変更した有価証券はありません。
（28）　減損処理を行った有価証券
　　　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて

著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものにつ
いては、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失
として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　　当事業年度における減損処理はありません。
　　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりです。

①　３０％以上５０％未満の下落率
㋑　株式、証券投資信託、その他の証券
　２年間の時価の最高値が、１度も帳簿価額の７０％以上に達していない場合
㋺　㋑を除く有価証券
　格付けの著しい低下があった場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく
下落した場合

② ５０％以上の下落率
取得原価から５０％以上下落した場合

■ その他有価証券
貸借対照表計上額 取得原価種　　類 差　　額

７７４

１００

－

－

－

１００

995

1,869

８１

１０，２３６

７０２

２，２８８

－

７，２４５

５，８７０

１６，１８９

１8，058

株　　式

債　　券

　国　　債

　地 方 債

　短期社債

　社　　債

そ の 他

　小　　計

株　　式

債　　券

　国　　債

　地 方 債

　短期社債

　社　　債

そ の 他

　小　　計

５１０

１００

－

－

－

１００

９０８

１，５１８

１１５

１１，２９６

８９６

２，７０２

－

７，６９７

６，４６２

１７，８７４

１９，３９３

２６４

０

－

－

－

０

86

３５０

△ ３３

△ １，０５９

△ １９３

△ ４１４

－

△ ４５１

△ ５９２

△ １，６８５

△ １，３３４

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

合　　　　計
（単位：百万円）

（２6）　当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

売却益の合計額 売却損の合計額売 却 額
１８６
－
－
－
－
－
－

１８６

327
－
－
－
－
－

100
４２７

－
－
－
－
－
－
１５
１５

株　　式
債　　券
　国　　債
　地 方 債
　短期社債
　社　　債
そ の 他
　合　　計
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（29）　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申
し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、これらの契約に
係る融資未実行残高は１２，７７８百万円であります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行
残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ
りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由が
あるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をするこ
とができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・
有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に基
づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて
おります。

（30）　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり
であります。

77百万円

863百万円

11百万円

21百万円

6百万円

3百万円

０百万円

20百万円

15百万円

12百万円

20百万円

572百万円

1,624百万円

一百万円

1,429百万円

1,429百万円

194百万円

△99百万円

△99百万円

95百万円

88百万円

88百万円

繰延税金資産

　一般貸倒引当金

　個別貸倒引当金

　賞与引当金

　破綻懸念先以下の未収利息

　減価償却超過額

　偶発損失引当金

　普通預金

　役員退職慰労引当金

　減損損失

　退職給付引当金

　繰越欠損金（注1）

　その他有価証券評価差額

繰延税金資産小計

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注1）

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

　評価性引当額小計

繰延税金資産合計

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

土地再評価に係る繰延税金負債

　土地再評価差額金（益）

土地再評価に係る繰延税金負債の純額



（31）　収益認識会計基準の「表示」に関して記載すべき事項はありません。　

（注1） 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
　当事業年度（令和７年３月３１日）

（＊1） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（＊2） 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
　　 「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が令和７年３月31日に成立したことに伴い、

令和８年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これ
に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の27.66％から、令和８年
４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については28.38％となります。この
税率変更による影響は軽微です。

（単位：百万円）

税務上の繰越
欠損金（＊1）

評価性引当額

繰延税金資産

1年以内

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

20

－

20

20

－

20

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超 合計

12
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損益計算書

科　　　目 金　　　額
経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益
外 国 為 替 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

預 金 利 息
給 付 補 填 備 金 繰 入 額
借 用 金 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用
外 国 為 替 売 買 損
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 還 損
国 債 等 債 券 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金

そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損
株 式 等 償 却
そ の 他 資 産 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 )

1,919,047
1,563,762
1,213,702
79,930
259,072
11,057
94,664
29,202
65,461
9,278

－
－
－

9,278
251,342

－
46,811
203,909

－
622

1,735,308
84,517
73,674
3,285
5,368
2,188

123,078
10,724
112,353
1,058

－
－
－
－

1,058
1,189,090
674,275
458,297
56,517
337,563
93,467
166,847
19,889

－
－

57,359
183,739

(単位：千円)
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令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

科　　　目 金　　　額
特 別 利 益

そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当期純利益(又は当期純損失)
繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）
土 地 評 価 差 額 金 取 崩 額
当 期 未 処 分 剰 余 金

－
－
－
－
－

183,739
939

△ 67,556
△ 66,616
250,356
437,254

－
687,610

(単位：千円)

(単位：円)

剰余金処分

繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）

　 計 　

当 期 未 処 分 剰 余 金
科　　　目 金　　　額

当期純利益（△は純損失）

687,610,792

250,356,074

437,254,718

687,610,792

(単位：円)

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）

科　　　目 金　　　額

利 益 準 備 金

普通出資に対する配当金

（ 配 当 率 ）

623,980,746

63,630,046

50,000,000

13,630,046

（2.00％）

剰 余 金 処 分 額
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自己資本の状況
■ 単体自己資本比率（国内基準）

(単位：百万円、％)

うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額 （△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

コア資本に係る基礎項目 （１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

項　　　　　　　目 令和5年度 令和６年度

5,552
672

4,895
13
△ 1
387
387
－

5,807
695

5,132
13
△ 6
486
486
－

5,939 6,293

－ －

58
－
58
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

63
－
63
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

58
－

5,881

65,087

－

2,755
－

－
67,842

8.66

63
－

6,230

60,589

－

2,505
－

－
63,095

9.87

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

（ロ）

（イ）

（ハ）

（ニ）

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段
の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の差額の45パーセントに相当する
額のうち、コ ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
   うち、他の金融機関向けエクスポージャー
   うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額   
コア資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

コア資本に係る調整項目の額
自己資本
自己資本の額 （（イ）－（ロ））
リスク・アセット等 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額　

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
フロア調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額
自己資本比率
自己資本比率　（（ハ）／（ニ））

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額
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金融商品の時価等に関する事項

令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、
次のとおりであります。
なお、市場価格のない非上場株式等は、次表には含めておりません。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

市場価格のない非上場株式等は次のとおりであり、金融商品の時価情報には
含まれておりません。

（＊１） 非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
（令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２） 「その他の証券」に含まれる投資事業有限責任組合出資金及び匿名組合出資金については企業会計基準
適用指針第３１号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月１７日）第２４－16項に基づき、
時価開示の対象とはしておりません。

（＊１） 預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載
　　　しております。
（＊２） その他有価証券には、企業会計基準適用指針第３１号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和
　　　３年６月１７日）第２４－３項及び第２４－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含
　　　まれております。
（＊3） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(単位：百万円)

非上場株式（＊１）

その他の証券（＊2）

23

174

197

区　　分 貸借対照表計上額

合　　計

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（1） 預け金（＊１）

（2） 有価証券

         満期保有目的の債券

         その他有価証券（＊2）

（3） 貸出金（＊１）

         貸倒引当金（＊3）

（1） 預金積金（＊１）

（2） 借用金（＊１）

金 融 資 産 計

金 融 負 債 計

△ ５７４

△ ２５

△ ２５

－

△ ６１８

△１，２１７

△ ２５１

△ １２３

△ ３７５

２８，４０６

２１，１３５

７１５

２０，４１９

66,620

△ １,０５８

６５，５６１

１１5,103

１１０,４１２

４，０７２

１１４，４８５

２７，８３２

２１，１０９

６９０

２０，４１９

６４，９４３

１１３，８８５

１１０，１６０

３，９４９

１１４，１１０

（単位：百万円）
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■ 満期保有目的の債券

■ その他有価証券

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これ
らには、｢国債｣｢地方債｣、｢社債｣、｢株式｣、｢その他の証券｣が含まれており
ます。

貸借対照表計上額 時　　価種　　類 差　　額
－

－

－

8

－

8

598

－

－

107

－

706

715

国　　債

地 方 債

短期社債

社　　債

そ の 他

小　　計

国　　債

地 方 債

短期社債

社　　債

そ の 他

小　　計

－

－

－

9

－

9

575

－

－

106

－

681

690

　－

－

－

0

－

0

△ 23

－

－

△ 1

－

△ 25

△ 25

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

合　　　　計
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 取得原価種　　類 差　　額
７７４

１００

－

－

－

１００

995

1,869

８１

１０，２３６

７０２

２，２８８

－

７，２４５

５，８７０

１６，１８９

１8，058

株　　式

債　　券

　国　　債

　地 方 債

　短期社債

　社　　債

そ の 他

　小　　計

株　　式

債　　券

　国　　債

　地 方 債

　短期社債

　社　　債

そ の 他

　小　　計

５１０

１００

－

－

－

１００

９０８

１，５１８

１１５

１１，２９６

８９６

２，７０２

－

７，６９７

６，４６２

１７，８７４

１９，３９３

２６４

０

－

－

－

０

86

３５０

△ ３３

△ １，０５９

△ １９３

△ ４１４

－

△ ４５１

△ ５９２

△ １，６８５

△ １，３３４

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

合　　　　計
（単位：百万円）
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不良債権の開示状況

（単位：百万円，％）

66,104R5年度

担保・保証等に
よる回収見込額
（c）

貸倒引当金
（d）

69,275R5年度

941R5年度 941 695 246 100.00 100.00

517R5年度 101 48 52 19.62 11.26

3,171R5年度 2,495 1,335 1,159 78.67 63.16

56R5年度 47 41 5 84.15 39.16

1,655R5年度 1,404 549 854 84.82 77.28

574R5年度 149 90 58 25.97 12.11

529R6年度 166 69 96 31.46 21.03

37R6年度 27 21 6 74.76 41.96

491R6年度 138 48 89 28.17 20.26

2,276R6年度 1,812 1,142 669 79,61 59,07

64,433R6年度

66,710R6年度

881R6年度 780 331 448 88.48 81.55

865R6年度 865 741 124 100.00 100.00

開示残高
（a）

保全額
（b）

保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a-c）区　　　　　分

破産更生債権
及びこれらに
準 ず る 債 権

危 険 債 権

要管理債権

三 月 以 上
延 滞 債 権

貸 出 条 件
緩 和 債 権

正常債権（B）

小　　計（A）

総与信残高
（A）＋（B）

■ 信用金庫法開示債権（リスケ管理債権）及び金融再生法開示債権の
　 保全・引当状況

（注１） 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申
立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

（注2） 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化
し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生
債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。

（注3）「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」
に該当する貸出金の合計額です。

（注4） 「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌月から三月以上遅延している
貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

（注5） 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更
生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。

（注6） 「正常債権」（B）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生
債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

（注7） 「担保・保証等による回収見込額」（c）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及
び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

（注8） 「貸倒引当金」（d）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
（注9） 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借

対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証し
ているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるも
のに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各
勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証
券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。
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貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書は、信用金庫法第３８条
の２第３項の規定に基づき、四国松山凜監査法人の監査を受けて
おります。

以上監査の結果、正確なるものと認めます。
令和7年5月28日

（令和7年6月17日現在）
※は信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

理 事 長

常 務 理 事

常 務 理 事

常 勤 理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

常 勤 監 事

監 事

監 事

濱　田　竜　也

氏　本　　　澄

宇都宮　　　聡

北　代　康　人

清　家　義　幸

村　尾　明　弘

有　間　義　恒

廣　瀨　　　了

夏　井　伸一郎

増　田　吉　利

岡　部　五　郎 ※

常 勤 監 事

監 事

監 事

夏　井　伸一郎

増　田　吉　利

岡　部　五　郎

役　員

■ 監査の結果

■ 会計監査人の監査の状況
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事業の概要

■ 預金の推移

■ 預金科目別残高

■ 貸出金の推移

■ 貸出金科目別残高

（単位　億円）平均残高 期末残高

（単位　億円）
その他の預金定期積金定期預金

通知預金貯蓄預金普通預金当座預金

令和6年度
1128
1104

令和5年度
1133
1111

1136
1117

令和4年度

1 316
372 659

2
111155令和6年3月末

令和7年3月末
1 313

377 649
4

110453

令和5年3月末
2 414

351 687
2

111754

（単位　億円）

証書貸付 当座貸越手形貸付割引手形

令和6年3月末
371

69152 600

令和5年3月末
350

68851 601

810540270

（単位　億円）平均残高 期末残高

689
691

令和5年度

678
688

令和4年度

675
666

令和6年度

600400200

令和7年3月末
36

66648 581
0
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ご預金のご案内

■ 安全で有利

スーパー定期預金
お預け入れ期間1ヵ月以上5年以内
300万円未満型・300万円以上型

●

■ 便　　　利

総 合 口 座
「貯める・殖やす・支払う・借りる」機能を持った預金です。
給与振込・公共料金自動支払をセットするとさらに便利です。

●

年 金 振 込
国民年金・厚生年金など各種年金が簡単な手続きで自動的に
振込まれます。さらにスーパー定期預金「スマイルライフ」や
スーパー定期積金「ゆとり」に加入すると優遇金利の適用が
あります。

当金庫の預金・積金は預金保険制度の対象となっております。

●

大口定期預金
お預け入れ金額は１口1,000万円以上

●

期日指定定期預金　
１年毎の複利計算　１年経過後は必要額のお引き出し
自由な預金です。

●

変動金利定期預金
６ヵ月ごとに金利が変わる定期預金
金利上昇時に大変有利です。

●

貯 蓄 預 金
個人の方の一時的な余裕金のお預け入れに最適です。

●

定 期 積 金
毎月一定の日に一定額を積立てる預金です。

●

決済用預金
普通預金と同様な扱いで利息が付きません。
全額、預金保険制度により保護されます。

●
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ご融資のご案内

■ 個人向け

うわじましんきん新型住宅ローン

住宅の新築・増改築資金及び建売住宅
マンション・中古住宅購入にご利用ください。

　35年以内             1億円以内

●

・しんきんきゃっするフリーローン
　　10年以内　　　　 300万円以内

・カードローン
　　必要なとき、カード一枚でご用立ていたします。
　　貸越極度額　10万円～100万円（10万円単位）

・しんきんきゃっするカードローン（残高スライド返済）
      ご融資金額　10万円～300万円
　  （専業主婦の方は上限50万円）

急なご利用・不意の消費資金入用にご利用ください。

・一般個人ローン
　　10年以内　　　　  500万円以内

●

教育ローン
・教育プラン
　　16年以内　　　　 1,000万円以内

●

お近くの営業店までお気軽にお問い合せください。

当金庫と契約している事業所で働く
経営者・従業員の方がご利用いただけます。
　　15年以内　　　　 1,000万円以内

マイカーローン

・カーライフプラン
　　15年以内　　　　 1,000万円以内

●

職域サポートローン●



23

宇和島信用金庫は、基本理念に掲げる「愛郷心と人生美の
創生」への取り組みを通じて、国連が提唱する「持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成を目指します。 

（宣言日：2024年11月26日）

トピックス/文化・社会的貢献活動の
取り組み「SDGsへの取組み」

■地域企業の活性・発展のために
〇各種事業者支援（創業・営業支援・経営改善・事業再生・事業承継等）
〇次期経営者の育成（南予活性化若手経営塾の開講）
〇異業種交流の実施（うわしん若手経営塾OB 会の開催）
〇関係機関を通じた事業者支援

うわしんのSDGｓ宣言

■地域の豊かな
　街づくりのために
〇環境に配慮した取り組み（省エネ推進、年間クールビズ実施等）
〇各種地域イベントへの参加
〇全店AED の設置
〇当金庫主催のスポーツ大会の実施
〇各地域の清掃活動への参加

■豊かな生活の実現ために
〇年金相談窓口の開設
〇各世代への商品・サービスの提供
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■カレンダー公募展
3回目を迎える宇和島信用金庫
カレンダー公募展を2024年７
月23日から28日の間、アトリエ
ぱれっとで開催いたしました。
2025年版カレンダーに採用されたのは、一色美祐
さんの「ふるさと」で公募展期間中の来場者投票で
決まる優秀賞（最多得票）は、玉井幸子さんの「九島
大橋（切り絵）が受賞され、佳作には亀井邦隆さん
の「宇和島城」、夏井規子さん「遊子の夕陽」、二宮
敏子さんの「霧の宇和島城」が選ばれました。

2025年版カレンダー

■吉田町夏祭り
7月6日に開催された吉田町
夏祭りに唯一の牛鬼として参加
しました。

■第58回
　うわじま牛鬼まつり
７月22日～24日の間、恒例のう
わじま牛鬼まつりが開催され、
「親牛鬼パレード」と「宇和島おど
り大会」に参加し、精一杯、祭を盛
り上げることができました。

■第15期 うわしん
　南予活性化
　若手経営塾開講
南予活性化若手経営塾の第15期
（塾生9名）の開講式が5月16日
新橋支店2階セミナールームで
開催されました。

■うわしん南予
　活性化若手経営塾
　OBによる講演会
9月19日、新橋支店2階セミナー
ルームで㈲亀井蒲鉾の亀井万織
専務を講師にお招きし南予活性
化若手経営塾OBによる講演会
が開催されました。
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■2024〝よい仕事おこし〟フェアin東京
昨年、12月３日～４日の２日間、
東京都江東区「東京ビックサイト」
にて城南信用金庫主催の「2024
“よい仕事おこしフェア”」が開催
されました。宇和島市からは２社
〈名門サカイ㈱、㈱げんき本舗〉が
出展しました。全国の信用金庫の
ネットワークがつなぐ展示商談会とあり過去最多の５３０の企業や自治
体、メディアの出展があり、２日間で２万２千人を超える来場者がありま
した。全国の信用金庫取引先の出展、首都圏の商談会であり注目度の
高い商談会となりました。

■第19回ビジネスマッチ東北2024 in仙台
昨年11月14日、仙台にある
「夢メッセみやぎ」にて「ビジネ
スマッチ東北2024」が開催さ
れました。当金庫の取引先を含
め、宇和島市から３社〈㈲井上蒲
鉾本舗、イヨスイ㈱、河内屋蒲
鉾㈱〉が出展しました。当日は、
５４２企業・団体が出展し、６千人を超える来場者があり、盛大に開
催されました。また、業務提携先の宮城第一信用金庫の役職員の
皆様にも全面的にサポートしていただきました。

■第22回うわしんカップ少年少女サッカー大会
3月2日、第22回「うわしんカッ
プ少年少女サッカー大会」が開
催され、グラウンドを元気に駆
け回る子どもたちの声と声援が
丸山のサッカーグランドに響き
わたりました。

■新本部ビル完成
兼ねてより建設中の新本部が完
成し、４月20日、完成した４階大
会議室で竣工式が行われ、５月
20日より新本部で業務を開始
いたしました。



※宇和島市の「宇和島クラブ」に協賛業者として登録しています。
　発行は、新春号（1月）、春号（3月）、夏号（6月）、秋号（10月）です。

※当庫ホームページでバックナンバーをご覧頂けます。

● 宇和島市役所ロビー及び各支所　● 市立中央図書館　● 吉田図書館　
● 中央図書館津島分館　● 生涯学習センター　● パフィオうわじま　
● 宇和島市立病院ロビー　● 市立伊達博物館　● 宇和島市立歴史資料館
● きさいや広場（観光物産協会）　●道の駅みま　● 畦地梅太郎記念美術館
● 宇和島商工会議所　● 盛運汽船　● ハイウェイレストラン宇和島　
● かどや（駅前本店・弁天町店・味奈味）　● 和日輔　●福don　● 南楽園　
● 岩崎書店　● はまゆう薬局　● ひまわり薬局　● 小野商店（津島）　
● 木屋旅館　●安藤珈琲　● べにばら画廊　● アトリエぱれっと　
● 香川・愛媛せとうち旬彩館（東京）　● 宇和島信用金庫各支店

「つなぐ」の主な配置場所

ご好評を頂いております「つなぐ」ですが、今期は、No.27からNo.30の
4号を発行いたしました。

■情報誌「つなぐ」
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店舗のご案内

本店営業部 宇和島市本町追手2丁目8－21
ＴＥＬ（０８９５）２２－５４２２

恵美須町支店 宇和島市恵美須町2丁目5－10
ＴＥＬ（０８９５）２２－６５００

新 橋 支 店 宇和島市丸之内5丁目3－1
ＴＥＬ（０８９５）２２－１４２４

城 南 支 店 宇和島市佐伯町1丁目3－7
ＴＥＬ（０８９５）２２－８２８２

来 支 店 宇和島市夏目町2丁目4－16
ＴＥＬ（０８９５）２５－８４１１

泉 町 支 店 宇和島市恵美須町2丁目5－10
ＴＥＬ（０８９５）２２－６５００

吉 田 支 店 宇和島市吉田町東小路甲158
ＴＥＬ（０８９５）５２－１４５５

三 間 支 店 宇和島市三間町宮野下636
ＴＥＬ（０８９５）５８－４３３３

南宇和支店 南宇和郡愛南町城辺甲2222－1
ＴＥＬ（０８９５）７２－０８１０

卯之町支店 西予市宇和町卯之町2丁目426
ＴＥＬ（０８９４）６２－６０００



シンボルのご紹介

地域の方々に愛され、また末永く信頼される存在になりたいとの
願いを込め、優しさと温もりを感じさせるシンボルが誕生しました。

「人」のあたたかさ・心が伝わるシンボルを目指したデザインです。

四国を表す四角形にUSという宇和島信用金庫（Uwajima Shinkin 
Bank）が含まれ、人と人とが向かい合い、ふれあいつながり合う
「絆」や「縁」も意識しながらデザインされています。




